
◎地方税法の一部を改正する法律
（平成一四年七月三日法律第八○号）　　

一、提案理由（平成一四年五月二一日・衆議院総務委員会）

○片山国務大臣　ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案の提案理

由とその要旨について御説明申し上げます。

　法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法

人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定の整備等を行

う必要があります。

　以上が、この法律案を提案いたします理由であります。

　次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。

　その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。

　連結納税の承認を受けた法人に課する道府県民税及び市町村民税につきましては、法

人税の連結税額計算の過程において各法人に配分される税額をもとに課税標準を算定す

ることとしております。

　その二は、事業税についての改正であります。

　連結納税の承認を受けた法人に課する事業税につきましては、法人税の連結所得計算

の過程において各法人に配分される所得金額をもとに課税標準を算定することとしてお

ります。

　以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

　何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

二、衆議院総務委員長報告（平成一四年五月三○日）

○平林鴻三君　ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまし

て、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に

課する法人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定の整

備等を行おうとするものであります。

　本案は、去る五月十六日に本委員会に付託され、二十一日片山総務大臣から提案理由

の説明を聴取し、二十八日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。本日採決を行い

ましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

　以上、御報告申し上げます。

三、参議院総務委員長報告（平成一四年六月二六日）

○田村公平君　ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法

人に課する法人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定

の整備を行おうとするものであります。



　委員会におきましては、地方税に連結納税制度を導入しない理由、地方税財源の拡充

と税源移譲、事業税の外形標準課税導入問題、地方の課税自主権と法定外税の基準の明

確化等について質疑が行われました。

　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。

　以上、御報告申し上げます。


